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医療療養病床を対象とした転換支援措置  

※医療提供体制施投整備交付金（都道府県交付金）のメニュー項目   

の活用により対応（～平成20年度）  

※医療撥義病床を老人保健施設又は居住系サービス施設に転換する   
ために要する黄用を医療保険財源により助成（平成20年度～）  

医師・看護職員等の配置等が   

緩和された経過的類型   

注：現行の接養病原のほかに、将来的な   
老人保健施設や居住系サービス等   

への転換を怠碩に移行促進措置を   

設ける  老人保健施設  よ
甲
、
 
 

医療療養病床  
療養病床が老健施設に転換  

する場合の施設基準の緩和   

注：既存の建物をそのまま活用して老人   

保健施設に円滑に転換できるよう、   
6年間は1床当たり面積を6．4   
山（老人保健施鞍は8nf）で可とす   

るなど、経過的に施設基準を緩和  

ケアハウス  

有料老人ホーム等   

グループホーム  
介凄撥葛病床  

在宅療養支援拠点  

第4期の介護保険事業計画において  

病床の転換が円滑に行われるよう  

参酌標準を見直し  

（健保法改正法の附則で措置）  
介護療養病床を対象とした転換支援措置  

※市町村交付金による支援  
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病床転換助成事業について  

1．医療費適正化計画における位置づけ  

平均在院日数短縮のための取組の柱として、療養病床等の長期入院病床を老人保健  

施設や有料老人ホーム等に転換することによる病床削減を位置づける。  

2．病床転換助成事業（医療保険財源を活用した整備費助成）  

（1）条件  

0療養病床等の長期入院病床を老人保健施設又は居住系サービス施設に転換する  
こと。  

○ 改修、新築とも可。新築の場合、同じ保健福祉圏域内であれば、別の場所でも可。   
※ 主として医療療養病床からの転換を想定するが、長期入院となっている一般  
病床や精神病床からの転換も対象とする方向。  

（2）補助単価 （検討中）  

（3）病床転換数の見込み（～2012年度）  

医療療養病床 25万床 →15万床  

（4）財源  

0 事業実施主体：都道府県  
0 費用負担割合：国：都道府県：被用者・国保保険者支援金＝10：5：12  
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○ 平成19年度以降、毎年度、各都道府県は、県内の医療療養病床を有する医療  

機関等から、病床転換の意向聴取を行い、翌年度における予定転換数を把握する。  

0厚生労働省は、各都道府県が把握した数字を集計し、政令で定めた給付真に対  
する上限比率の範囲内にあるかどうかを確認する。  

0 各都道府県は、厚生労働大臣と協議して、病床転換助成事業に要する費用の額  
を定める。  

0 厚生労働省は、糞用額を社会保険診療報酬支払基金に伝え、基金において保険  
者からの病床転換支援金の徴収及び都道府県への交付を行う。  

○ 病床転換助成事業については、医療費適正化計画期間1期（5年間）の終了ごと  
に、継続するかどうかを含めた内容の見直しを行う。  

軋事業規模  

0 年間最大400億円程度とする予定。（詳細は今後検討。）  
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高齢者の医療の確保に関する法律（抄）   
附 則  

（病床転換助成事業）  

第二条都道府県は、政令で定める日までの間、当該都道府県における医療費適正化を推進するため、  
当該都道府県の区域内にある保険医療機関（医療法人その他の厚生労働省令で定める者が開設する  

ものに限る。）に対し、当該保険医療機関である病院又は診療所の開設者が行う病床の転換（医療法第  
七条第二項各号に掲げる病床の種別のうち厚生労働省令で定めるものの病床数を減少させるとともに、  
介護保険法第八条第二十二項に規定する介護保険施設（同法第四十八条第一項第三号に規定する指  
定介護療養型医療施設を除く。）その他厚生労働省令で定める施設について新設又は増設により、病床  
の減少数に相当する数の範囲内において入所定員を増加させることをいう。以下同じ。）に要する費用を   
助成する事業（以下「病床転換助成事業」という。）を行うものとする。   

（病床転換助成事業の費用の額の決定）  

第三条 都道府県知事は、病床転換助成事業に要する費用の額を定めようとするときは、あらかじめ、厚   
生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。  

2 厚生労働大臣は、前項の規定による協議をするに際しては、各都道府県における病床転換助成事業に  
要する費用の籠の総額が、当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要  
する費用の額の予想額の総額に、すべての都道府県における病床の転換の見込み及びそれに要する費  
用の予想額等を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えないよう調整するものとする。  

3 厚生労働大臣は、都道府県が病床転換助成事業に要する費用の額を定めたときは、支払基金に対し、  
その金額を通知しなければならない。   

（費用の支弁）  

第四条都道府県は、病床転換助成事業に要する費用及び当該事業に関する事務の執行に要する費用  
＿≠・・＋Jゝ‥＿ト・つ－   

てど又ナ「9 一缶o   

（国の交付金）  

第五条国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、病床転換助成事業に要する費用の額の二十   

七分の十に相当する額を交付する。  
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（病床転換助成交付金）  

第六条都道府県が附則第四条の規定により支弁する貴用の二十七分の十こに相当する額については、政令で  
定めるところにより、支払基金が当該都道府県に対して交付する病床転換助成交付金をもって充てる。  

2前項の病床転換助成交付金は、次条第一項の規定により支払基金が徴収する病床転換支援金をもって充てる。   

（病床転換支援金の徴収及び納付義務）  

第七条支払基金は、附則第十一条第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に  
充てるため、年度ごとに、保険者から病床転換支援金及び病床転換助成関係事務費拠出金（以下「病床転換支援   
金等」という。）を徴収する。  

2 保険者は、病床転換支援金等を納付する義務を負う。   

（病床転換支援金の額）  

第八条 前条第一項の規定により各保険者から徴収する病床転換支援金の額は、当該年度における病床転換助  
成事業に要する費用の二十七分の十二に相当する額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度   
におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定し  

た当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額とする。   

（病床転換助成関係事務費拠出金の額）  

第九条 附則第七条第一項の規定により各保険者から徴収する病床転換助成関係事務章拠出金の額は、厚生労  
働省令で定めるところにより、当該年度における附則第十一条第一項に規定する支払基金の業務に関する事務   
の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところ   

により算定した額とする。   

（中略）   

（病床転換助成事業に係る支払基金の業務）  

第十一条 支払基金は、第百三十九条第一項に掲げる業務のほか、保険者から病床転換支援金等を徴収し、都道  

府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。  
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臣平成16年度以前】  【平成17年度】  【平成18年度】  
（866億円）  

地方自治体から、事務手続きが煩  
雑、使い勝手が悪いという声がある  

ことを踏まえ、交付金化することで、  

事務の簡素化、地方の裁量の拡大  

を図る。  

① 都道府県交付金は、廃止・一般財源化  

② 市町村交付金は、対象事業の範囲を拡充し、利用しや   
すい制度へと改善  

個々の施設ごとに固定的な  

補助基準単価により補助  

（390億円）  

吟   

I   

l   

l   

l   

l   

l   

l   

l   

l   

l   

l   

l   

l   

l   

l   

l   

l  

l  

社会福祉施設等  

施設整備費補助  
都道府県交付金  

○平成18年度に廃止・税源移譲される国の施設整備費補助金に係る施設整備   

に要する事業費のうち、従来の補助金相当部分（補助率かさ上げ部分を含む。）   

については、原則として「特別の地方債」を充当。  

○当該地方債の元利償還金については、後年度その100％を普通交付税の基準  

財政需要額に算入。  

対象範囲を拡充（交付金のメニュ十を3つに再凰  

（476億円）  

特養、老健、ケアハウス等  

大規模・広域型の施設の整備  

口‡ 喜市町村に対する；  
市町村交付金  

邑直接補助制度なし 1 
．．－ ＿ ＿＿＿＿－－．■■ ＿ ＿ ＿＿．＿■●－＿ ＿ ＿ －■■■一－■  

地域密着型サービス  

拠点等の整備  
①地域介護・福祉空間整備交付金（ハード交付金）  

・地域密着型サービス拠点等の整備  

②地域介護一福祉空間推進交付金（ソフト交付金）  

地域密着型サービス等の導入に必要な設備やシステムの整備  

高齢者と障害者・子どもとの共生型サービスの推進 等  

③先進的事業支援特例交付金（ハード交付金）  

介護療養型医療施設から老健等への施設転換  

既存特養の個室・ユニット化改修  

緊急ショートステイ居室の整備   等  閥   



地域ケア整備指針（仮称）と関係計画の位置付け（案）  

療養病床の再編成に伴う地域ケア整備指針の検討   

地域ケア整備指針   

（仮称）の検討  

地域ケア体制整備の基本方針  
地域の利用見込みの設定  
療養病床の転換  
各計画への反映  

地域ケアモデルプラン  

の作成  

具体的にいくつかの老人保  
苗祉圏域を取り上げ、地域の  

〔市町村と協力の上以下を策定〕  設整備水準、高齢化の状  
、将来ニーズ等に応じたモ  地域ケア体制整備の方針  

各サービスの利用見込み   
老優施設・特養・ケアハウス等  

レプランを作成  

都道府県地域ケア  

整備構想（仮称）  

（H19夏目途）  

…老人保健福祉圏域単位  
都道府県が広域的に調整   

地域密着サービス  
・・・市町村の日常生活圏域単位  

療養病床の転換   
相談体制・助成等転換支援措置の検討  

地域ケア整備指針（仮称）（H18年中日途）   

－－1－＿竺二＝－  

く療養病床の転換に関連する部分〉  

介護保険事業支援計画の基本指針  
（H19日朝  

顔慧認諾諾腎的事項（参う  

第4期介護保険事業  
支援計画   

（H21～23）  

l  

医療計画の基本指針（案）（H19目途）  
医療機関の機能分化  

能の集約化一重点化の促進  都道府県医療計画  

i  「   触＿   ヒ   ■  ・事業別の指標と数値目標  

し・望ましして還医療蒜本制等  

（H20～24）     ・事業ごとの医療連携体制等  

］  

■医療費の見通し等 ロ ■IJ▲  l  

l   

都道府県医療責              ・平均在院日数の短縮に関する政策目  
ノ       ヽ■＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ‖ と．．t■1－■■H－H  
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地域ケア体制の整備について①  

0 今後本格化する療養病床の再編成を踏まえ、各地域においては、  
その受け皿づくりを含め将来的なニーズや社会資源の状況等に即した  

「地域ケア体制」の計画的な整備を行うことが必要。  

工 【国の支援】   

地域ケア体制の整備の基本  

方針等を内容とする  
「地域ケア整備指針（仮称）」虹  

の策定等  

0 このため、都道府県において、  
地域ケア体制の整備方針である  

「地域ケア整備構想」を作成。  
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地域ケア体制の整備について②  

＜国が策  域ケア整  

＆＿地盤ケア体制の整備の基本方鍵   

○療養病床の再編成を踏まえた地域ケア体制の整備の基本的な考え方を提示。  

凰塾坦のサービスニーズ・利用見込みの設定lこ・弛些   

○療養病床の再編成とともに、将来的な高齢化の進展や独居世帯の増加等を   
踏まえたサービスニーズの推計、それに対応した利用見込みの設定に関する   
考え方を提示。  

③療養病床の転換につい王   

○個別の医療機関（療養病床）の転換を進める場合に配慮すべき事項などを  

提示。  

凰各計画への反映について   

O「介護保険事業支援計画」「医療計画」「医療貴通正化計画」へ反映させる場合   

に配慮すべき事項を提示。  

・学識経験者からなる研究班を設置  

イ地域ケアモデルプラン事業（仮称）」を展開  
上記を策定するために・・■  



地域ケア体制の整備について③  

＜都道  

＆地土或ケア体制の整備の方針   

○療養病床の再編成を踏まえた、  
な考え方を提示。  

②㈱こついて   

○療養病床の再編成とともに、将来的な高齢化の進展や独居世帯等の増加等を  
踏まえたサービスニーズを提示。  

⊥
竿
 
 

③各サービスの利用見込みについて   
○将来のサービスニーズに対応した、各サービスの利用見込みを提示。  

④療養病床の転換について   

○療養病床の転換プランを提示。  

※都道府県は、上記の「地域ケア整備構想（仮称）」を踏まえ、「介護保険事業支援   
計画」、「医療計画」及び「医療貴適正化計画」を策定する   



地域ケア体制の整備について④  

＜今後のスケジュール＞  

OH18年夏＜国＞地域ケア整備指針について研究班を設置し、検討を開始。  
地域ケアモデルプラン事業を開始。  

＜都道府県＞療養病床関係調査の実施  

－
遥
－
 
 秋＜国＞「地土或ケア整備指針案（中間とりまとめ）」の公表。   

＜都道府県＞「地土或ケア整備構想」の検討開始  

冬＜国＞「地域ケア整備指針（最終とりまとめ）」の決定。  

※地域ケアモデルプランも提示。  

OH19年夏＜都道府県＞「地土或ケア整備構想」の策定   
までに   



医療制度改革関連法案に係る参・厚労委における附帯決議  

（平成18年6月13日）抄  

】  

け療養病床の再編成に当たっては、すべての転換を希望する介護療養病床及  

び医療療養病床が老人保健施設等に確実に転換し得るために、老人保健施  

過的な療養 造設備基準や経 病床の類型の人員配置基準に？き、適切  

な対応を図るとともに、今後の推移も踏まえ、介護保険事業支援計画も含め畳＿  

般にわたる必要な転換支援策を講ずること。また、その進捗状況を適切に把握  

し、利用者や関係者の不安に応え、特別養護老人ホーム、老人保健施設等必  

要な介護施設及び訪問看護等地域ケア体制 の計画的な整備を支援する観点  

から、地域ケアを整備する指針を策定し、都道府県との連携を図りつつ、療養  

病床の円滑な転換を含めた地域におけるサービスの整備や退院時の相談・支  

援の充実などに努めること。さらに、療養病床の患者の医療区分に？いて蛙⊥  

を行い、その結果に基づき必要に応じて適切な見直しを行   速やかな調査・  

うこと。  



地域連携クリテイカルパスのイメージ  

空  

熊本市での取組実績  

②連携先病院（ある回復期リハビリテーション  

施設）における平均在院日数の変化  
①急性期病院における平均在院日数の変化  

事例数   平均在  （A）に対す  

院日数  る減少率   

連携パス導入前   72例   28．5日  

（Hll．1～12）  
（A）   

連携パス導入後  77例   19．6日  約31％減   
（H13，1～8）  

連携パス導入後  423例   15．4日  約46％減  
（H15．1～H17．1）  

事例数  平均在   （B）に対す  

院日数   る減少率  

連携パス導  55例   90．8日  

入前（H15）  （B）   

連携パス導  67．0日  約26％減  
人後（H16）   

馴  



脳卒中の巳ムの・′、適用引太射のイメージ  

【 回復期・亜急性期 】  【急 性 期】  

地域の救急医療の  
回復期リハビリ   

機  能  
生活リハを含め  

た療養を提供す  
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必要に応じ  

要介護認定  

（退院調整）  （退院調整）  ▲
「
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かかりつけ医機能（※）  

（診療所・一般病院等）  

在 宅 で の 生 活  

※ 急性期、回復期、療養期等各機能を担う医療機関それぞれにかかりつけ医がいることも考えられるが、ここでは、身近な地域で日常的な医療を受け  
たり、あるいは健康の相談等ができる医師として、患者の病状に応じた適切な医療機関を紹介することをはじめ、常に患者の立場に立った重要な役割を82 担う医師をイメ 

ージしている。   



よ
†
 
 

◇  
（介護保険との連携強化）  

こ・  

○退院後の在宅医療を担  

当する医師、看護師等と  
病院等との連携を強化  

l Oグループホーム、ケアハ  ○複数の医療機関等の連  

携により、在宅l過土星  
ターミナルケアを一層塵  

進  

○多様な居住の場におけ  

るターミナルケアを推進  

lゥスといった  

○医師、看護師等医療職種  
1 とケアマネージャー等との  

職種の連携の一層の促進  

l（緊急時の対応）  

○複数の医師の連携により  

常時緊急入院を  

を強化   l  

l  お3   
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